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第1章 総則
第1条（名称） 本団体は「〇〇部（または〇〇サークル）」と称する。
第2条（目的） 本団体は、〇〇の活動を通じて会員相互の親睦を深め、技能向上を図ることを目的とする。
第3条（存続） 本団体は継続的な活動を前提とし、会員の意思に基づき運営する。
第4条（住所）金融機関への届出住所は〇〇市〇〇町〇－〇立命館大学構内〇号館〇号室（または立命館大学学生部）とする。
第2章 会員
第5条（会員資格） 本団体の目的に賛同し、所定の手続きを経た者を会員とする。
第6条（会費） 会員は、活動に必要な費用を負担するものとし、会費額・納入方法は総会で決定する。
第3章 役員
第7条（役員構成） 本団体に次の役員を置く。部長1名、副部長○名、会計○名、監事○名。
第8条（役員の職務） 部長は団体を代表し、業務を統括する。副部長は部長を補佐し、必要に応じて部長の職務を代行する。会計は団体の資金管理を行う。監事は会計監査を行う。
第9条（役員の選任） 役員は総会において多数決により選任する。
第4章 総会
第10条（総会の開催） 総会は年1回以上開催し、次の事項を決議する。役員選任、予算・決算の承認、規約の改廃、その他重要事項。
第11条（議決方法） 総会の議決は出席会員の過半数による多数決とする。
第5章 会計
第12条（資金管理） 会計は会費その他の収入を管理し、収支報告を総会で承認を得る。団体財産の分割請求権は認めない（脱退時に財産分配は行わない）。
第13条（取引担当者）金融機関との取引は〇〇（部長であれば部長、会計であれば会計と記載）が行うものとする。
第6章 附則
第13条（改正） 本規約の改正は総会の議決による。
